
高大接続改革の進捗状況に対する意見募集への回答（案）について

○「大学入学共通テスト（仮称）」実施方針（案）について

分 野 主な意見の概要 文部科学省の考え方

１．記述式 ○ 記述式問題の導入は本当に必要 記述式問題の導入により、解答を

問題の導入 なのか。 選択肢の中から選ぶだけではなく、

について 自らの力で考えをまとめたり、相手

・個別試験で課している、または が理解できるよう根拠に基づいて論

課すべき。 述したりする思考力・判断力・表現

・マークシート式問題を改善し、 力を評価することができます。

代用すべき。 現行のセンター試験を国公私立大

・出題可能な問題数が限られる。 学が広く利用していることから、共

・採点の公平性に疑問。 通テストに記述式問題を導入するこ

・自己採点が困難。 とにより、高等学校に対し、「主体

・導入のコストに見合わない。 的・対話的で深い学び」に向けた授

など 業改善を促していく大きなメッセー

ジとなります。

また、大学においても、一定の思

考力・判断力・表現力を前提とした

個別の入学者選抜や、入学後の質の

高い教育が期待されます。

さらに、マークシート式問題につ

いても、各教科・科目の特質や難易

度を含む識別力の観点も踏まえつつ、

思考力・判断力・表現力等を一層重

視した作問への見直しを図るため、

作問の工夫・改善に努めていきます。

採点の精度については、条件設定

や採点方法を工夫することにより確

保できると考えており、今後プレテ

ストにより確認してまいります。

出題数、自己採点の取組、コスト

等については、今後、プレテストの

状況なども踏まえつつ、明確化して

いきます。
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２．英語４ ○ 英語の資格・検定試験における 資格・検定試験の活用に当たって

技能評価の 公平性の担保は困難、または担保 は、大学入試センターにおいて試験

資格・検定 すべき。 結果を一元的に集約し、国が提示す

試験活用に る CEFR 対照表に基づく結果を提供
ついて ・検定料や実施場所など受検機会 するシステムを構築するとともに、

を公平に確保することが可能か。その活用事例を提示することにより、

・練習のための受検は経済的に余 各大学による活用を促進していくこ

裕がないとできない。 とを考えています。資格・検定試験

・受検する資格・検定試験によっ 団体の当該システムへの参加に当た

て難易度等が異なる。 っては、試験内容や実施体制、セキ

・試験監督者による不正を防止で ュリティ等が必要な水準及び要件を

きるか。 満たしているかどうかをセンターが

など 確認することとしております。これ

により、入学者選抜に活用される上

で必要な学習指導要領との整合性、

実施場所の確保や受検料設定に関す

る配慮、セキュリティや信頼性等を

担保したいと考えています。

また、公平な受検機会を確保する

観点から、大学に試験結果を提供で

きる受検時期・回数を高校３年生の

毎年４月～１２月の間の２回までに

制限します。さらに、各民間事業者

に受検会場、受検回数の充実や、経

済的に困難な家庭に配慮した受検料

設定の努力等を促してまいります。

○ 英語の４技能試験は、センター 文部科学省としては、英語の４技

が委託することも含めて共通テス 能の修得及び評価が重要であると考

トで行うべき。 えていますが、特に、「話すこと」

については、約５０万人の受検生を

対象として同時に同じ問題で試験し、

公平に評価することは、日程や環境

整備の観点から困難であり、このこ

とは委託した場合でも同様です。

一方、民間の資格・検定試験は、

英語４技能を総合的に評価するもの

として社会的に認知され、一定の評
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価が定着しており、高等学校教育や

大学の初年次教育の場でも活用が進

み、推薦・ＡＯ入試を中心に大学入

学者選抜にも活用されています。英

語４技能評価を実現するためには、

資格・検定試験を活用し、英語４技

能評価を推進することが有効と考え

られます。

○ 資格・検定試験は、学習指導要 高等学校学習指導要領では、「聞

領に準拠して作られているわけで く」「話す」「読む」「書く」の４技

はなく、高校の授業が、資格・検 能を総合的に育成することとしてお

定試験対策に偏重するのではない り、４技能を総合的に評価しようと

か。 する民間の資格・検定試験と、育成

・評価する能力の方向性は一致して

いると考えられます。

また、高等学校学習指導要領では、

各学校が編成する教育課程の目的や

目標に応じ、家庭での生活や学校で

の学習や活動、地域での活動、職場

での活動など、多様な言語の使用場

面を取り上げて指導することとして

おり、各資格・検定試験が掲げる目

的は、それぞれ多様ですが、いずれ

も学習指導要領が想定している言語

の使用場面の範囲から外れるもので

はないと考えられます。

○ 資格・検定試験の導入のために、 文部科学省としては、民間の資格

受検生に経済的負担を課すべきで ・検定試験の受検に伴う経済的負担

はない。 を軽減するため、各団体に受検料に

おける値下げの配慮を求めてまいり

ます。

また、大学に提供する試験結果と

しては、高校３年生の４月～１２月

の間の２回までに制限することとし

ています。
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○ 高校２年生までの結果も入学者 民間の資格・検定試験を活用する

選抜に活用できるよう、受検回数 場合、大学入試に向けた準備の早期

を制限すべきではない。 化、それに伴う高校教育への影響、

家庭の経済的状況や居住地による格

差等が懸念されるため、大学に提供

する試験結果としては、高校３年生

の４月～１２月の間の２回までに、

制限することが有効であると考えて

います。

３．その他 ○ 英語以外のセンターの外国語試 共通テストの英語以外の外国語は、

験は、存続すべき。 平成３５年度までは実施されること

となりますが、その後の取扱いにつ

・外国語試験も４技能評価とすべ いては、英語の詳細な制度設計の検

き 討状況を踏まえ、引き続き検討した

・現在のセンター試験の科目以外 いと考えています。

の外国語も追加すべき。

○ 共通テストは、大学入学資格試 各大学における共通テストの結果

験と位置付けるべき。 の取扱いは、各大学の主体的な判断

に委ねられています。


